
１ ２はじめに

インターネット等を活用したより安い資材価格

の積算への反映は，平成１５年度から取り組んでい

る，公共事業のすべてのプロセスをコストの観点

から見直す「コスト構造改革」http : //www.

mlit.go.jp/kisha/kisha03/13/130331_.html の取り

組みの具体事例『主要資材について「数量」「時

期」「場所」等を限定した見積り公募（「当該工事

限り」）の実施による最安値の積算への反映』『イ

ンターネットを利用した見積徴収の実施』として

位置付けられています。

今年度下半期に実施する試行は，これに向けて

の第一歩として，これまで各工事の発注時点にお

いて，資材価格特別調査を実施して決定していま

した超大口取引資材価格（使用数量が１，０００t以

上のセメント等）について，インターネット等を

活用して幅広く見積りを募る部分について試行を

行うものです。

本稿では，本施策の目的とその概要および平成

１６年度下半期に実施する試行について紹介しま

す。

インターネットを活用したより
安い資材価格の積算への反映

『主要資材について「数量」「時期」「場所」等

を限定した見積り公募（「当該工事限り」）の実施

による最安値の積算への反映』『インターネット

を利用した見積り徴収の実施』は，「国土交通省

公共事業コスト構造改革プログラム（平成１５年３

月）」に『調達の最適化』の観点における施策の

一つとして位置付けられており，「資材価格等に

ついて見積り徴収方式を積極的に活用するととも

に，資材単価等の市場性の向上について検討す

る。」観点で取り組んでいます。

具体的には，各地方整備局のホームページに見

積り公募の公示文を掲載し，幅広く見積りを募

り，条件を満足する見積りのうち最安値を積算に

使用する資材価格（事前公表予定）とし，予定価

格を作成する。入札後，落札した請負者が希望す

れば，採用した見積りの応募者の情報を提示し，

請負者の判断により当該見積り提出者から資材を

調達するか否かを決定することになります。

 本施策による効果

本施策の導入により，以下の効果等が期待され

ます。

・各地方整備局のホームページを活用し，幅広く

見積り公募を行うことから，従来よりも施工地
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域の実態に即した実勢取引価格を把握すること

が可能となり，また結果として超大口取引資材

価格の決定プロセスの透明性・説明性の向上が

期待されます（市場性の向上）。

・応募された見積りのうち見積り条件を満足する

最安値を積算に採用することにより，直接的な

コスト縮減が図られます。

・また，見積り条件を満足する見積り提出者を公

表することにより，工事請負者から応募者への

問合せ等が期待され，応募者にとっては資材調

達の機会が拡大することになります（応募者か

らの資材調達は，請負者の任意）。

・幅広く公募することから，資材メーカー，商社

等の資材納入者間の競争性が高まることが期待

されます。

・超大口資材のスケールメリットについて検討を

行うことにより，今後の積算に使用する超大口

価格決定の基礎資料が得られます。

平成１６年度下半期における試行

今回の試行は，前記施策の第一歩として，『超

大口取引資材価格（使用数量が１，０００t以上のセ

メント等）についてインターネットを利用した見

積り徴収の実施』について行うものであり，試行

を通じて，インターネットによる公告の掲載・周

知，見積りの徴収，価格決定審査会（仮称）等に

よる積算に使用する資材価格の設定，見積り応募

者および積算単価の公表までの過程における制度

の効果の検証と技術的な課題を抽出・検討するこ

とを目的に実施します。

また，今回の試行においては，見積り公募によ

り得られた超大口取引資材価格の妥当性について

は，新たに設置する価格決定審査会（仮称）等で

検討することとしています。

 具体の手続き

具体的な手続きは，下記のとおりです。

� 各地方整備局のホームページに公示文（別紙

―１）を掲載します。

	 応募者は，公募に必要な書式（別紙―２）を

ホームページからダウンロードし，必要事項を

記載の上，指定するメールアドレスに提出して

いただきます。


 メーカー，商社等から提出された見積りにつ

いて，各地方整備局に新たに設置する価格決定

審査会（仮称）等で検討し，積算に使用する資

材価格を決定します（条件を満足する見積りの

平均値，最頻値の採用を基本とします）。

� 決定した資材価格（積算に使用する資材単

価）は，入札時の適切な見積りに資するため，

ホームページ等で公表します。

� また，積極的に応募をしていただくために，

表―１ 試行予定工事

工事名 発注地整（事務所） 超大口資材名 予定数量

大高島第５
高規格堤防工事 関東地方整備局

利根川上流河川事務所

高炉セメント（B種） ６，０００t

大高島第６
高規格堤防工事

高炉セメント（B種） ２，５００t

平成１６年度中部縦貫下林ト
ンネル工事

中部地方整備局
高山国道事務所

普通ポルトランドセメント ３，０００t

一般国道８号
鳩原トンネル工事

近畿地方整備局
福井河川国道事務所

普通ポルトランドセメント １，５００t

東広島・呉道路
下三永トンネル工事

中国地方整備局
広島国道事務所

普通ポルトランドセメント １，１００t

平成１６～１８年度
坂本第２トンネル工事

四国地方整備局
中村河川国道事務所

普通ポルトランドセメント １，７００t

※平成１６年１０月８日現在の予定
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全応募者の氏名・連絡先も公表し，当該工事の

落札者が希望すれば調達できるように配慮しま

す。

� 試行対象工事

表―１の試行予定工事について，平成１６年度に

試行を行う予定としています。

今後の進め方

今回の試行は，『主要資材についてインターネ

ット等を活用して「数量」「時期」「場所」等を限

定した見積り公募（「当該工事限り」）の実施によ

る最安値の積算への反映』への第一歩として，イ

ンターネットを活用して「数量」「時期」「場所」

等を限定した見積りを幅広く公募する部分につい

ての試行であり，次の段階として，試行の結果を

踏まえた上で，最安値の積算への反映，工事の落

札者に対する採用した見積りの応募者情報の提供

までの一連の手続きについて試行を実施すること

となります。

おわりに

インターネットを活用した見積り公募の試行に

ついては，国土交通省ホームページの記者発表の

欄に掲載されており，下記URLから参照できま

す。

http : //www.mlit .go . jp/kisha/kisha04/13/

131008_.html

（案）

「○○工事」のための超大口セメントの価格公募についての公示

次のとおり公募申請書の提出を招請します。

平成１６年○月○○日

国土交通省○○地方整備局

局長 ○○ ○○

公募の目的

本公募は，平成１５年度にとりまとめられた「国土交通省公共事業コスト構造改革プログラム」に位置付けられた，主

要資材等について広く見積りを募る方式の検討を目的としているものであり，○○工事における超大口取引資材（セメ

ント）を対象に，“インターネット等を活用した積算に使用する資材価格の見積り公募”の試行を行うものである。

１．公募の概要

１）公募名称

「○○工事」のための超大口セメントの価格の公募について。

２）公募内容

○○工事について，物価資料に記載されていない，超大口セメントについて，従来，各工事ごとに本局において資

材価格調査を実施し積算単価を決めてきたが，発注者が直接インターネット等を活用して積算に使用する資材価格の

調査を行うため公募する。

３）工事概要

○○工事は，・・・・・

・・・・・・を施工するものである

�工事件名：○○工事（以下「本工事」という。）
�施工場所：○○県○○地先
�施工時期：平成○○年○月から平成○○年○月までの間に納期が可能な者
�品 目：高炉セメントB種高炉（R５２１１）

又は普通セメント （R５２１０）等

�品質規格：土木工事必携（平成１５年版）○○地方整備局 企画部監修

土木工事共通仕様書（案）２―８―２に準ずる。

別紙―１
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�予定数量：約○○t
�最大日出荷量：約○○t
�平均日出荷量：約○○t

２．応募要件

１）応募申請書の提出者（以下「応募申請者」という。）に要求される要件

応募申請者は，下記の�から�までの要件を満足し，�を厳守できること。
�セメント資材の製造販売を直接担当する者で，製造販売許可を取得している者。（製造販売とは，メーカー及び
特約店をいう）

�過去５年間において１，０００トン以上の製造販売実績がある者。
�取引予定数量以上の在庫又は製造が可能な者
�上記施工時期に予定数量の納品が可能な者
�施工場所への流通が可能な者
�セメントの品質証明書が提示できる者
�応募要件による誓約書の提示できる者

２）本手続きにおいて使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。

３．選定基準（採用基準）

応募要件を満足した応募申請書等に基づき，価格決定審査会（仮称）において積算単価を決定する。

４．応募要領

１）応募申請書の作成

�応募申請書の提出者は，本作成説明書に示す様式―１応募申請書に記載する上での留意事項を厳守の上，必要事
項を応募申請書に記載のうえ提出すること。なお，規格はA４判とする。

�応募できるのは，各品目に対し申請書は１通とする。
�応募申請書に虚偽の記載をした場合は，罰則を行うことがあるので留意すること。

２）応募申請書に記載する上の留意事項

�製造販売許可証の写しを添付する。
�過去５年間のうち最も直近の直轄工事における販売実績を添付する。
（過去５年間全てではない。）

�規格品証明書は，納品予定のものとする。
３）応募申請書の提出

�受付日時：平成１６年○月○○日（○）から平成１６年○月○○日（○）（必着とする）までの土曜日，日曜日，祝
日を除く毎日，９時３０分から１７時００分までとする。

�公示文掲載先：ホームページアドレス：http : //・・・・・・・・
○○地方整備局 企画部 技術管理課

「○○工事」の超大口高炉セメントB種又は普通セメントの１トン当たりの価格公募

�提出先：提出先メールアドレス：○○
○○地方整備局 企画部 技術管理課 ○○係

�提出方法：○○地方整備局企画部技術管理課のホームページからダウンロードし「○○工事」超大口セメント価
格公募の公示文を熟読し様式―１応募申請書に申請事項を記載し，電子メールにより送付する。ま

た，添付資料についてはスキャナーで複写したものでよい。

４）その他

�応募申請書の作成及び提出に関する費用は，提出者の負担とする。
�提出された応募申請書は，返却しない。
�応募申請書は，本試行工事以外には使用しない。

５．応募申請書の提出者の選定及び通知

１）選定及び通知

応募要件を満足した応募申請書の提出者については，○○地方整備局ホームページに掲載し，応募申請書の提出者
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を広くPRする。

２）非選定について（応募要件を満足しなかった者）

特に通知は行わない

６．その他

１）応募要件を満足した応募申請書の提出者名については，本工事入札参加者に対し指名通知後速やかに情報を提供す

る。

２）また，価格決定審査会（仮称）等により決定した積算単価については契約締結後速やかに公表する。

３）公表されたセメントの本工事への使用は，請負者の任意となる。

４）公示文に関する問い合わせ先

�問い合わせ先：○○地方整備局企画部技術管理課 ○○係

〒○○ ○○県○○市○○番地

Tel ○○―○○○―○○○○

�問い合わせ期間：平成１６年○月○○日（○）から平成１６年○月○○日（○）までの土曜日，日曜日及び祝日を除
く毎日，９時３０分から１７時００分までとする。

様式―１

平成 年 月 日

○○地方整備局

局長 ○○ ○○ 殿

参加表明者

株式会社 ○○ 会社

代表○○役 ○○ ○○

○○工事

上記工事に係わる超大口セメントの価格公募に参加表明します。

参加品目：高炉セメントB種，普通セメント等を記載

見積価格

金 円／t

消費税抜き価格を提示します。

１．製造販売許可番号：第○○―○○○○○○ 証明書は別紙―１による

２．過去５年間の実績：別紙―２による

３．可能納品時期：平成○○年○月～平成○○年○月まで可能

４．流通エリア：○○県○○市内周辺

５．品質証明書：別紙―３による

６．誓約書

当資材について，問題が生じたときは全ての責任は当社が受けることを誓約します。

株式会社 ○○会社

代表○○役 ○○ ○○ 社印

別紙―２
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